
43・11・1市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

　
　

月　

日
は
、
女
性
に
対
す
る

１１

２５

暴
力
撤
廃
国
際
日
で
す
。
内
閣
府

で
は
、
社
会
の
意
識
啓
発
等
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
の
問
題
に
関
す

る
取
り
組
み
を
一
層
強
化
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、　

月　

日
～　

１１

１２

２５

日
に
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
も
同
運
動
に
伴
い
、　

月　
１１

１２

日
（
金
）
～　

日
（
木
）
に
「
Ｄ

２５

Ｖ
防
止
普
及
啓
発
パ
ネ
ル
展
」
を

開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ

き
、
Ｄ
Ｖ
防
止
の
輪
を
広
げ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

 

市
役
所
第
二
庁
舎
入
口

 

企
画
政
策
課
男
女
共
同
参
画
室

（
☎　

儿　

儿
９
８
５
３
）

０４２

３８７

 　

大
地
震
に
備
え
て
自
分
の
住
宅

の
耐
震
診
断
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
耐
震
補
強
を
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
事
前
書
類
の
提
出
や
指

定
調
査
機
関
等
、
助
成
条
件
に
つ

い
て
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
同
一
の
住
宅
に
対
し
各

助
成
は
１
回
の
み
に
な
り
ま
す
。

【
耐
震
診
断
費
用
の
助
成
】

　

市
内
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し
た

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

 

昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に
着

５６

３１

工
し
た
市
内
に
存
す
る
地
階
を
除

く
階
数
が
２
階
建
て
以
下
の
木
造

一
戸
建
・
木
造
店
舗
併
用
住
宅

（
延
床
面
積
の
過
半
が
居
住
用
）

を
所
有
す
る
個
人

■
助
成
金
額　

万
円
を
上
限
に
、

１０

耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２
以
内

所問木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

改
修
費
用
助
成
制
度

対

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

【
耐
震
改
修
費
用
の
助
成
】

　

市
内
に
あ
る
木
造
住
宅
の
所
有

者
が
耐
震
診
断
を
行
い
、
診
断
に

基
づ
き
耐
震
改
修
を
行
う
場
合

に
、
改
修
に
要
し
た
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

 

耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
、
現

行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
な
い
住

宅
で
、
市
の
定
め
る
基
準
に
適
合

し
た
耐
震
改
修
を
行
っ
た
住
宅

■
助
成
金
額　

万
円
を
上
限
に
、

６０

耐
震
改
修
費
用
の
２
分
の
１
以
内

（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

 　

道
路
台
帳
平
面
図
補
正
の
た

め
、
市
道
の
現
況
測
量
を
実
施
し

ま
す
。

　

な
お
、
作
業
員
は
、
市
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章
を

着
用
し
ま
す
。

■
期
間　

月
～
令
和
４
年
３
月

１１

■
対
象
地
区
市
内
全
域

 

道
路
管
理
課
道
路
測
量
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
７
）

０４２

３８７

 　

市
内
に
あ
る
既
存
の
住
宅
用
家

屋
を
建
て
替
え
る
際
は
、
令
和
４

年
１
月
１
日
現
在
、
更
地
や
建
設

途
中
で
家
が
完
成
し
て
い
な
い
場

合
、
住
宅
用
地
の
特
例
制
度
が
適

用
さ
れ
ず
、
土
地
の
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
税
額
が
上
が

り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
定
の
条
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
引
き
続
き
特
例
制
度

の
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
（
令

和
４
年
度
課
税
の
対
象
で
す
）

　

適
用
条
件
等
、
詳
し
く
は
お
問

対問市
道
の
現
況
測
量
を
実
施

問住
宅
用
地
の
建
て
替
え

特
例
制
度

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

資
産
税
課
土
地
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
２
１
）

 　

市
職
員
が
自
ら
の
接
遇
を
振
り

返
り
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
接
遇

に
対
す
る
意
識
啓
発
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、　

月
を
「
接
遇

１１

向
上
月
間
」
と
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
気
兼
ね
な
く
市
役
所

を
訪
れ
、
気
持
ち
よ
く
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
接

遇
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

　

な
お
、
職
員
の
接
遇
に
関
し
て

お
気
付
き
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

■
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
・
回
収
箱
設

置　

月
１
日
（
月
）～　

日
（
火
）

１１

３０

に
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
、
市
役

所
第
二
庁
舎
１
階
、
図
書
館
本
館

 

職
員
課
人
事
研
修
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
０
８
）

３８７
 　

資
源
の
節
約
、
ご
み
の
減
量
の

た
め
、
家
庭
で
使
用
し
な
く
な
っ

た
不
用
品
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
品
家
具
、
電
気
製
品
、
一

般
機
器
、
幼
児
用
品
な
ど
で
破
損

し
て
い
な
い
も
の

■
利
用
方
法
直
接
、
経
済
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
登
録
カ
ー
ド
を

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー
に
掲
示
し

問　

月
は
市
役
所
接
遇
向
上
月
間

１１問不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー

て
紹
介
し
ま
す
（
掲
示
は
４
か
月

間
）
。
当
事
者
間
で
直
接
交
渉

し
、
必
ず
交
渉
結
果
を
ご
連
絡
く

だ
さ
い

 

市
内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す

 

経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
１
）

３８７
 　

同
準
備
室
で
は
、
市
民
協
働
推

進
員
を
配
置
し
、
市
民
協
働
推
進

の
た
め
の
諸
業
務
を
行
っ
て
い
ま

す
。

■
開
所
日
時
月
曜
～
金
曜
日
午
前

８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時
～

３０

５
時
（
祝
日
を
除
く
）

 

社
会
福
祉
協
議
会
内

■
主
な
業
務
▽
市
民
協
働
・
市
民

活
動
等
の
相
談
▽
団
体
向
け
の
協

働
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
▽
情
報
収

集
・
発
信
▽
市
民
活
動
団
体
リ
ス

ト
の
管
理

 

同
準
備
室
（
☎　

儿　

儿
７
７

０４２

３８５

他問市
民
協
働
支
援
セ
ン
タ
ー

準
備
室

所問

６
７

h
ttp
://b
lo
g.lived

o
o
r.

jp
/kyo

d
o
1
8
4
/

）

 　
　

月
１
日
か
ら
、
「
ふ
れ
あ
い

１１
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
（
定
時
放
送
＝
イ

ッ
ツ
・
ア
・
ス
モ
ー
ル
・
ワ
ー
ル

ド
）の
放
送
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

■
放
送
時
間
午
後
４
時　

分
（　

３０

１１

月
～
令
和
４
年
３
月
）

 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
７
）

０４２

３８７

 　

市
民
課
で
代
理
人
が
各
種
手
続

き
を
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て

本
人
（
依
頼
す
る
人
）
直
筆
の
委

任
状
と
代
理
人
（
来
庁
者
）
の
運

転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
請
求
の
際
に
は
、
住
民

票
、
戸
籍
関
係
書
類
の
具
体
的
な

HP
ふ
れ
あ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の

放
送
時
間
が
変
更

問代
理
人
が
手
続
き
を
す
る

場
合
は
委
任
状
を

請
求
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
印
鑑
登
録
、
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

関
係
は
取
り
扱
い
が
異
な
り
ま

す
。
※
委
任
状
の
書
式
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま 

す【
委
任
状
が
必
要
で
な
い
場
合
】

　

次
の
方
が
来
庁
す
る
場
合
は
、

委
任
状
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
住
民
票
（
除
票
は
除
く
）
＝
同

一
世
帯
の
方

▽
戸
籍
関
係
書
類
＝
該
当
の
戸
籍

に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方
、

直
系
の
親
族
（
親
子
等
）
※
た
だ

し
、
戸
籍
関
係
書
類
の
う
ち
身
分

証
明
書
・
独
身
証
明
書
は
、
本
人

以
外
の
方
が
来
庁
す
る
際
は
委
任

状
が
必
要
で
す

▽
住
所
異
動
＝
転
入
・
転
出
は
市

内
で
同
一
世
帯
の
方
、
転
居
（
市

内
で
の
住
所
変
更
）
は
引
っ
越
し

後
の
住
所
で
同
一
世
帯
の
方

 

市
民
課
市
民
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
３
０
）

問

「もう一度　確認　安心　火の用心」
作者＝菅野珠加さん・江戸川区在住
（令和３年度東京消防庁防火標語）秋 の 火 災 予 防 運 動

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　１１月９日（火）～１５日（月）は秋の火
災予防運動です。特に「寝たばこを
しない」「こんろは火をつけたまま
離れない」「ストーブの近くに燃え
やすいものを置かない」ようにしま
しょう。
 小金井消防署予防課（☎０４２−３８４
−０１１９）
【消防団員による巡回広報活動】
　消防団および小金井消防署では、
市民の皆さんに防火に対する意識を
高めてもらうため、市長・市議会議
長等の参加のもと市内巡回広報を行

問

います。
　消防団員は、職業を持つかたわ
ら、昼夜を問わずに発生する各種災
害に備え、常に訓練を積み重ね、市
民の皆さんの生命や財産を守り、ま
た、安全で住みよいまちづくりのた
めに、積極的に活動しています。
　なお、秋の火災予防運動の期間中
は、夜間巡回広報活動を強化して行
います。
 １１月１４日（日）午前１０時ころ
 地域安全課防災消防係（☎０４２−
３８７−９８０７）

時
問

%
%

%
%
%
%
%
%
%

　ドメスティックバイオレン
ス（ＤＶ）は、殴る、ける等
だけでなく、精神的・社会
的・性的・経済的な暴力な
ど、さまざまな形で現れ、被
害を受けた人の心や身体を傷

つけてしまう人権侵害です。
　ひとりで悩まず、まずはご
相談ください。
 企画政策課男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）
問

相談先
０４２−３８７−９８５３企画政策課男女共同参画室
０３−５４６７−２４５５東京ウィメンズプラザ
０３−５４６７−１７２１東京ウィメンズプラザ（ＤＶ専用ダイヤル）
０３−５２６１−３１１０東京都女性相談センター
０４２−５２２−４２３２東京都女性相談センター多摩支所
０３−３５０１−０１１０警視庁総合相談センター
０３−５２６１−３９１１東京都女性相談センター（夜間・緊急時）

０１２０−２７９−８８９
ＤＶ相談＋（プラス）（２４時間対応）
※メール・チャット相談はＤＶ相談＋ホームページ
（https://soudanplus.jp/）から

パートナーからの暴力に悩んでいませんパートナーからの暴力に悩んでいませんかか

パ
ネ
ル
展
を
開
催

Ｄ
Ｖ
防
止
普
及
啓
発


